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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1日 1,917 2,249 2,263 1,772 2,529 2,181 2,141 2,340 1,894 2,333 1,979 2,110

2日 1,876 2,401 2,330 1,811 2,604 1,703 2,127 2,300 2,329 2,330 2,079 2,117
3日 1,829 2,488 2,301 2,273 2,527 1,719 2,286 2,554 2,411 2,333 2,105 2,080

4日 1,874 2,251 2,210 2,328 2,508 1,744 2,325 2,220 2,376 2,207 2,168 2,070
5日 1,978 2,208 2,170 2,324 2,394 1,894 2,165 2,128 2,225 2,269 2,032 2,126

6日 1,762 1,856 2,392 2,253 2,318 1,916 2,052 2,185 2,230 2,138 2,148 2,199
7日 1,405 2,465 2,528 2,134 2,254 1,834 2,279 2,379 2,079 2,026 2,158 2,209

8日 1,815 2,514 2,204 2,145 2,400 1,852 2,383 2,261 2,113 2,073 2,006 2,213
9日 1,961 2,413 2,214 2,482 2,338 1,960 2,397 2,040 2,228 2,063 2,119 2,061

10日 2,041 2,397 2,221 2,615 2,362 2,055 2,318 2,147 2,088 2,079 2,104 2,123
11日 2,085 2,263 2,102 2,698 2,194 2,239 2,274 2,235 1,975 2,094 2,193 1,755

12日 2,085 2,241 2,149 2,591 2,204 2,233 2,127 1,859 1,999 2,021 1,912 2,289
13日 2,021 2,387 2,183 2,571 2,196 2,262 2,201 1,946 2,036 2,272 2,040 2,098

14日 2,148 2,297 2,132 2,429 2,236 2,150 2,258 1,997 1,982 2,251 2,017 1,882
15日 2,098 2,295 2,083 2,487 2,348 2,145 2,172 2,005 2,012 2,242 2,041 1,970

16日 2,254 2,320 2,244 2,559 2,340 1,999 2,187 1,862 2,033 2,320 1,767 2,213
17日 1,893 2,266 2,304 2,633 2,243 2,101 2,257 2,002 1,893 2,248 1,884 2,028

18日 2,364 2,177 2,411 2,389 2,213 2,257 2,276 1,957 1,855 2,194 2,039 2,003
19日 2,306 2,048 2,436 2,363 2,261 2,328 2,196 2,064 1,950 2,185 2,020 1,987
20日 2,238 2,044 2,391 2,407 2,339 2,381 2,199 2,408 1,935 2,187 2,042 2,021

21日 2,327 1,959 2,411 2,186 2,245 2,375 2,322 2,554 1,663 2,368 2,046 1,929
22日 2,390 2,268 2,188 2,362 2,304 2,350 2,229 2,329 1,848 2,230 2,005 1,822

23日 2,197 2,241 2,422 2,457 2,243 2,369 2,190 2,349 1,976 2,331 2,181 1,813
24日 2,170 2,154 2,038 2,789 1,957 2,346 2,091 2,410 2,091 2,337 1,970 2,005

25日 2,249 1,977 2,008 2,441 1,115 2,297 2,168 2,499 2,046 2,127 1,979 1,858
26日 2,240 2,134 2,106 2,009 1,435 2,299 2,116 2,325 2,193 2,242 2,093 1,767

27日 2,097 2,178 2,437 2,456 1,855 2,293 2,229 2,228 2,258 2,250 2,304 1,898
28日 2,201 2,119 2,287 2,495 1,845 2,167 2,160 2,322 2,149 2,218 2,150 1,911

29日 2,116 2,156 2,085 2,377 2,100 2,200 2,277 2,368 2,235 2,163 1,851
30日 2,153 2,252 2,162 2,414 642 2,234 2,202 2,197 2,160 2,282 1,894

31日 2,297 2,344 2,183 2,326 2,388 2,150 1,949

令和２年度　日当り消化ガス発生量

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1日 1,926 1,932 2,242 1,087 1,078 1,519 2,022 2,237 2,264 2,306 1,894 1,711
2日 1,966 1,901 2,397 1,599 1,113 2,164 2,128 2,186 2,041 2,308 1,852 1,713
3日 1,969 1,828 2,458 1,666 1,142 2,237 2,060 2,474 2,108 2,361 1,974 1,760
4日 1,918 1,947 2,489 1,857 1,199 2,321 2,029 2,286 2,149 2,157 1,813 1,790
5日 1,797 1,935 2,419 1,821 1,079 2,269 2,203 2,252 2,151 2,261 1,833 1,911
6日 1,760 1,964 2,230 1,983 1,158 2,177 2,298 2,402 2,007 2,237 1,834 1,878
7日 1,834 2,137 2,199 1,975 1,156 2,317 2,168 2,417 2,050 2,181 1,820 1,734
8日 1,706 2,086 2,272 1,901 1,101 2,340 2,201 2,221 2,116 2,436 1,811 1,808
9日 1,759 2,031 2,286 2,123 1,166 2,412 2,263 2,171 2,051 2,306 1,860 1,764
10日 1,854 1,892 2,222 2,159 1,100 2,153 2,230 2,188 2,135 2,319 1,749 1,744
11日 1,824 1,951 2,335 2,104 1,137 2,215 2,173 2,164 2,171 2,291 1,874 1,778
12日 1,752 2,034 2,464 2,045 1,115 2,180 2,297 2,204 2,165 2,318 1,855 1,892
13日 1,938 2,100 2,314 2,085 1,070 2,115 2,291 2,243 2,046 2,191 1,853 1,878
14日 1,849 2,141 2,213 2,107 1,222 2,070 2,129 2,359 2,050 2,078 1,865 1,827
15日 1,763 2,254 1,860 2,118 1,104 2,038 2,137 2,180 2,146 2,251 1,853 1,774
16日 1,808 2,351 1,710 2,108 1,143 2,079 2,198 2,172 2,122 2,221 1,824 1,719
17日 1,865 2,275 2,066 2,173 1,189 2,150 2,129 2,259 2,103 1,767 1,723 1,472
18日 1,840 2,452 2,113 2,132 1,092 2,066 2,094 2,156 2,113 1,757 1,779 1,912
19日 1,857 2,553 2,202 2,037 1,238 2,041 2,089 2,229 2,134 2,031 1,864 1,887
20日 1,796 2,329 2,145 2,095 1,086 2,044 2,224 2,374 2,074 1,995 1,736 1,923
21日 2,041 2,326 1,961 2,208 1,171 2,050 2,164 2,330 2,075 2,042 1,593 1,992
22日 1,892 2,414 2,008 2,151 1,107 2,122 2,237 2,188 2,176 1,624 1,648 1,937
23日 1,880 2,280 2,007 2,095 1,208 2,096 2,294 2,284 2,137 1,330 1,745 2,095
24日 1,847 2,194 1,876 1,231 1,112 1,977 2,269 2,067 2,278 1,265 1,561 1,976
25日 1,816 2,258 1,990 1,111 1,202 2,160 2,232 2,082 2,172 1,488 1,502 1,847
26日 1,742 2,222 2,037 1,177 1,133 2,148 2,245 2,093 2,091 2,072 1,698 2,033
27日 1,729 2,200 2,015 1,176 1,187 2,022 2,224 2,102 2,031 1,995 1,692 2,040
28日 1,819 2,361 1,976 1,144 1,080 2,089 2,168 2,174 2,115 2,056 1,643 1,955
29日 1,899 2,246 2,182 1,131 1,162 2,139 2,234 2,124 2,267 1,954  1,958
30日 1,816 2,371 1,544 1,133 1,182 2,089 2,369 2,197 2,310 1,961  2,001
31日  2,300  1,157 1,163  2,347  2,361 1,878  1,979

令和３年度　日当り消化ガス発生量

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1日 2,020 1,638 1,716 2,348 2,333 2,117 2,343 2,284 2,102 2,207 1,472 1,765
2日 1,999 2,076 1,298 2,455 2,554 2,117 2,344 2,109 2,132 2,167 1,489 1,746
3日 2,166 2,404 1,267 1,332 2,405 1,635 2,200 2,244 2,222 2,012 1,481 1,763
4日 2,100 2,134 1,336 1,713 2,418 1,404 2,273 2,247 2,197 2,001 1,563 1,825
5日 2,086 2,246 1,541 2,037 2,446 1,702 2,234 2,296 2,056 1,981 1,645 1,784
6日 2,174 1,476 1,867 1,785 2,363 1,905 2,249 2,265 2,155 1,917 1,276 1,650
7日 2,153 2,236 1,964 1,785 2,410 1,726 2,260 2,186 2,159 2,036 1,337 1,639
8日 2,217 2,211 1,838 2,377 2,393 2,176 2,362 2,225 2,199 2,002 1,687 1,667
9日 2,408 2,181 2,043 2,447 2,149 2,053 2,188 2,207 2,291 2,041 1,773 1,621
10日 2,431 2,191 2,268 2,492 2,284 2,180 2,350 2,285 2,353 2,101 1,788 1,630
11日 2,401 1,970 2,360 2,353 2,243 2,106 2,143 2,453 2,341 2,120 1,973 1,692
12日 2,487 1,555 2,384 2,260 2,095 1,779 2,156 2,544 2,229 2,061 2,078 1,695
13日 2,395 1,902 2,326 2,290 2,174 1,426 2,193 2,600 2,204 2,053 2,013 1,584
14日 2,490 2,043 2,409 2,278 2,178 1,667 2,258 2,314 2,095 1,833 1,912 1,717
15日 2,519 2,008 2,333 2,360 2,040 2,175 2,361 2,187 2,097 1,721 2,014 1,581
16日 2,601 1,956 2,289 2,438 2,073 2,207 2,349 2,264 2,067 1,619 2,056 1,536
17日 2,508 1,939 1,985 2,438 1,995 2,279 2,277 2,249 2,004 1,574 2,112 1,454
18日 2,482 1,938 1,300 2,451 2,007 2,278 2,279 2,302 1,925 1,517 2,197 1,491
19日 2,421 2,026 1,283 2,437 1,990 2,179 2,285 2,405 1,775 1,536 2,160 1,476
20日 2,343 1,979 1,534 2,290 2,115 2,069 2,322 2,324 1,987 1,497 2,076 1,411
21日 2,449 2,180 1,752 2,302 2,138 2,191 2,350 2,311 2,128 1,585 2,009 1,588
22日 2,370 2,228 1,833 2,318 2,129 2,176 2,604 2,522 2,004 1,664 2,012 1,304
23日 2,442 2,047 2,041 2,408 2,077 2,284 2,576 2,510 1,933 1,152 2,123 1,472
24日 2,471 2,167 2,279 2,352 2,070 2,308 2,407 2,158 2,087 906 2,033 1,518
25日 2,480 2,125 2,430 2,342 2,118 2,336 1,799 2,143 2,024 1,006 2,134 1,645
26日 2,368 2,373 2,264 2,337 2,160 2,299 2,249 2,317 1,871 980 2,029 1,805
27日 2,326 2,265 2,093 2,223 2,230 2,471 2,383 2,308 1,953 1,411 1,886 1,661
28日 2,305 1,566 2,378 2,196 2,155 2,333 2,340 2,471 1,903 1,439 1,769 1,594
29日 2,209 1,567 2,247 2,094 2,119 2,291 2,527 2,274 2,066 1,443  1,482
30日 1,215 2,024 2,348 2,360 2,289 2,339 2,438 2,147 2,070 1,397  1,500
31日 2,025  2,372 2,193  2,334  2,094 1,428  1,322

令和４年度　日当り消化ガス発生量



別紙－４ 

リスク分担表 

段階 

リスクの種類 No. リスク内容 
負担者 

名護市 事業者 

全
段
階
共
通 

政策関連リス

ク 

法令変更又は許認可失効リスク 

１ 
本事業に直接影響を及ぼす法令の変更又は事業者の責めによらない許認可

の遅延及び失効に関するもの 
○  

２ 
本事業のみならず広く一般に適用される法令変更又は許認可の失効によるも

の 
 ○ 

税制リスク 

３ 法人税の変更に関するもの  ○ 

４ 消費税の変更に関するもの ○ ○ 

５ 土地所有に関する新税 ○  

６ 建物所有に関する新税 ○(△１) ○(△１) 

７ その他新税に関するもの(法人の利益にかかる税を除く) ○  

政治リスク ８ 議決が得られない場合 ○  

施策リスク ９ 市のエネルギー政策等の方針変更によるもの ○  

社会リスク 

住民関連リスク 
10 施設・設備設置に係る住民反対運動・訴訟に関するもの ○  

11 建設・維持管理に係る住民反対運動・訴訟に関するもの △２ ○ 

環境リスク 12 施設・維持管理に係る騒音・振動・光・臭気・排気等の環境保全に関するもの  ○ 

第三者賠償リスク 

13 調査・建設段階における騒音・振動・地盤沈下に関するもの  ○ 

14 維持管理段階における騒音・振動に関するもの  ○ 

15 施設・設備の劣化及び維持管理の不備による事故に関するもの  ○ 

債務不履行リ

スク 

制度適用リスク 16 固定価格買取制度の適用を受けられなかった場合  ○ 

事業者債務不履行リスク 

17 事業者の事業破綻・事故放棄等  ○ 

18 事業者のサービス水準の低下  ○ 

19 事業者の主要債務の違反  ○ 

20 事業者の条件規定書等の解釈の違いによる契約解除  ○ 

21 最終期限日までに工事が完成しなかった場合  ○ 

不可抗力リスク 
22 天災による消化ガス発電施設損傷等に伴うリスク △３ ○ 

23 天災による名護下水処理場の処理施設損傷等に伴うリスク 〇 △３ 

計
画
段
階 

計画・設計リス

ク 

公開資料リスク 24 市による公開資料の誤りにより事業が重大な影響を受けた場合 ○  

事前調査リスク 
25 市による事前調査の誤りにより事業が重大な影響を受けた場合 ○  

26 事業者による独自調査及び調査の必要性の判断に関するもの  ○ 

設計リスク 
27 市の提示条件、提示の不備・変更による設計変更 ○  

28 事業者から請負業者への指示、判断の不備による設計変更  ○ 

応募リスク 29 応募費用の負担に関するもの  ○ 

資金調達リスク 30 資本金、融資など必要な資金の確保に関するもの  ○ 

建
設
段
階 

建設リスク 

工事遅延リスク 

31 工事が契約より遅延し、完成しないリスク  ○ 

32 市の要求による設計変更により遅延する、または完成しないリスク ○  

33 埋蔵文化財発掘等により工事が遅延し、または完成しないリスク ○  

施工監理リスク 34 施工監理に関するリスク  ○ 

コスト・オーバーラン・リスク 

35 市の指示による工事費の増大・予算超過 ○  

36 上記以外の工事費の増大・予算超過  ○ 

37 事業用地の配管等既設埋設物等による費用増加  ○ 

性能リスク 38 規定条件及び提案内容不適合（施工不良を含む）によるもの  ○ 

施設・設備損傷リスク 39 使用前に工事目的物・関連工事に関して生じた損害  ○ 

経済リスク 
物価リスク 40 大幅なインフレ・デフレに関するもの ○ ○ 

金利リスク 41 金利の変動に関するもの  ○ 

維
持
管
理
・
運
営
段
階 

支払遅延・不能リスク 42 市への支払い遅延・不能  ○ 

計画変更リスク 43 市の責めによる事業内容・用途の変更によるもの ○  

性能リスク 44 規定条件及び提案内容不適合（施工不良を含む）によるもの  ○ 

維持管理・運営コストリスク 
45 市の責めによる事業内容・用途変更等における維持管理・運営費の増大 ○  

46 上記以外の維持管理・運営費の増大  ○ 

施設・設備破損リスク 
47 劣化による施設・設備の損傷 △３ ○ 

48 事業者の責めによる事故・火災に伴う施設・設備の損傷 △３ ○ 

経済リスク 
物価リスク 49 大幅なインフレ・デフレに関するもの ○ ○ 

金利リスク 50 金利の変動に関するもの  ○ 

消化ガス減少リスク 51 市が提供する消化ガスに関するもの ○ △４ 

△１：既設の建物については、市が負担する。新たな建物に生じる新税は事業者が負担するものとする。 

△２：必要に応じて住民等の窓口対応は市にて行う。 

△３：不可抗力により施設・設備が停止した場合、停止期間中の消化ガスの買取義務については協議によるものとする。 

△４：消化ガス変動量が条件規定書に記載された値の範囲程度を超える場合、買取単価は協議により見直すことができる。



優先交渉権者選定基準                                              別紙－５ 

評価項目 
評価内容 配点 評価基準 

大項目 中項目 小項目 

 

 

安 定 的

な運営 に

関 する事

項 

 

資金調達 

（様式７号） 

資金計画 

提 案 事 業 の実 施 にあたり、既 存 事

業 活動 においてその資金 が確 保さ

れていること及び信用力あること。 
２ 

 資金確保及びの信用性を評価する 

2.0 資金が確保されており、借入にあたって関心表明書等が添付されている 

0.0 資金が確保されており、借入にあたって関心表明書等が添付されていない。 

類 似 業 務 の

実績 

( 様 式 ８ 号 ) 

消 化 ガ ス

発 電 機 の

実績数 

本 事 業 で 採 用 す る 消 化 ガ ス発 電

機 の国 内 下 水 道 処 理 場 におけ る

稼 働 実 績 により、設 備 の信 頼 性 を

評価する。 

6 

2 

 

 
本 事 業 で採 用 する消 化 ガス発 電 機 の国 内 下 水 処 理 場における実 績 台 数 を評 価 する。な

お実証実験はふくまない。（竣工済みのものに限る） 

2.0 10 台以上の実績がある。 

1.0 ５台以上の実績がある。 

0.0 上記以外 

消 化 ガ ス

発 電 機 設

置 工 事 の

実績数 

消 化 ガス発 電 設 備 を元 請 として施

工 した実 績 数 により、事 業 者 として

の信頼性を評価する。 

２ 

 
応募者の直近 10 年間（平成 25 年度以降）における国内下水消化ガス発電施設を元請と

して施工した実績を評価する。（竣工済みのものに限る） 

2.0 ５件以上の実績がある。 

1.0 ３件以上の実績がある。 

0.0 上記以外 

維 持 管 理

の実績数 

消 化 ガス利 用 設 備 の維 持 管 理 の

実 績 により、事 業 運 営 の信 頼 性 を

評価する。 

２ 

 

応募者の直近 10 年間（平成 25 年度以降）における下記実績を評価する。 

・消化ガス利用施設（施設で発生する熱を消 化槽に使用 しているものに限 る。焼却炉 等を

含む）の国内維持管理業務（DBO、PFI 含む） 

・維 持 管 理 を含 む固 定 価 格 買 取 制 度 活 用 事 業 （バイオガス利 用 に限 る）の国 内 元 請 実

績。（竣工済みのものに限る） 

2.0 ３件以上の実績がある。 

1.0 １件以上の実績がある。 

0.0 上記以外 

業 務 実

施 に 関

する事項 

事業計画 

様 式 9 号  
－ 

事業実施の実現性のため、提案書

内容について評価する。 
６ 

 提案書の内容について具体的かつ優れた提案を評価する。 

6.0 提案内容が具体的であり、優秀である。 

4.0 提案内容が具体的であり、満足できる内容である。 

2.0 提案内容が具体的であるが、優秀な提案が少ない。 

0.0 上記以外（具体性に欠くなど） 

維持管理 

(様 式 10号 ) 

消 化 ガ ス

発 電 の 安

定運転 

消化ガス発電に関わる安定運転に

寄与する優れた提案を評価する。 

８ 

４ 

 消化ガス発電の安定運転に寄与する優れた提案を評価する。 

4.0 安定運転に係る優れた提案が２つ、もしくは特に優れた提案がある。 

2.0 安定運転に係る優れた提案が１つある。 

0.0 上記以外 

下 水 処 理

場 維 持 管

理の軽減 

下 水 処 理 場 の維 持 管 理 を軽 減 す

る優れた提案を評価する。 
４ 

 下水処理場の維持管理軽減について優れた提案を評価する。 

4.0 
維持管理軽減に係る優れた提案が２つ 

もしくは特に優れた提案がある。 

2.0 維持管理軽減に係る優れた提案が１つある。 

0.0 上記以外 

危 機 管

理 に 関

する事項 

緊急対応 

(様 式 １１号 ) 

 

緊 急 故 障

時の対応 

緊 急 故 障 発 生 時 の対 応 に係 る優

れた提案を評価する。 

４ 

２ 

 緊急故障発生時の対応に係る優れた提案を評価する。 

2.0 緊急故障対応に係る優れた提案が２つ、もしくは特に優れた提案がある。 

1.0 緊急故障対応に係る優れた提案が１つある。 

0.0 上記以外 

故 障 未 然

防 止 の 対

応 

故障を未然 に防 止するための優れ

た提案を評価する。 
２ 

 故障を未然に防止するための優れた提案を評価する。 

2.0 故障未然防止のための優れた提案が２つ、もしくは特に優れた提案がある。 

1.0 故障未然防止のための優れた提案が１つある。 

0.0 上記以外 

社 会 的

要 請 に

関 する事

項 

地域貢献 

(様式１２号) 
－ 

地 元 雇 用 促 進 に繋 がる対 応 につ

いて評価する。 

８ 

４ 

 
地元雇用促進に繋がる具体的な提案を評価する。なお、（条件規定書で定める「市内、県

内企業への優先発注」などに対する具体的提案を評価する） 

4.0 地元雇用促進に繋がる具体的提案が２つ、もしくは特に優れた提案がある。 

2.0 地元雇用促進に繋がる具体的提案が１つある。 

0.0 上記以外 

地 域 住  民 ・見 学 者 への対 応 につ

いて評価する。 
１ 

 地域住民・見学者への対応について具体的な提案を評価する。 

1.0 
地域住民・見学者への対応について優れた具体的提案が２つ、もしくは特に優れた提案が

ある。 

0.5 地域住民・見学者への対応について優れた提案が１つある。 

0.0 上記以外 

応 募 グループ代 表 企 業 の本 店 所

在について評価する。 
３ 

 応募グループ代表企業が市内に本店を有する企業である場合、評価する 

3.0 応募グループ代表企業が市内に本店を有する 

0.0 上記以外 

社会貢献 

(様式 13 号) 

再 生 可 能

エネルギー

発電量 

再 生 可 能 エネルギーによる発 電 量

により、エネルギーの有効利用を評

価する。 

20 
再生可能エネルギーによる発電量を評価する。 

評価点＝配点×(年間推定発電量提案値)／(年間推定発電量の各提案の最大値) 

経 済 性

に関 する

事項 

経済性 

(様式 14 号) 

名 護 市 へ

の支払額 

名 護 市 への支 払 い額 により、経 済

性を評価する。 
40 

名護市への支払い額を評価する。 

評価点＝配点×(名護市への支払い額提案値)／(名護市への支払い額の各提案の最大

値) 

その他 
その他提案 

(様式 15 号) 
－ 

その他 、 名 護 市 の財 政 負 担 軽 減

や維持管理の軽減など、事業期間

において効 果 がえられる優 れた提

案について評価する。 

6 

 その他の優れた提案を評価する。 

6.0 その他の優れた提案が２つ、もしくは特に優れた提案がある。 

3.0 その他の優れた提案が１つある。 

0.0 上記以外 

配点合計  100  
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汚　 泥
脱水機

沈砂池
最   初
沈殿池

ｴｱﾚｰｼｮﾝ
タンク

最 　終
沈殿池

汚　 泥
濃縮槽

混合汚泥
調整槽

消　化
タンク

し尿受入れ施設（建設中）

し尿受入　処理計画


